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講演録 

租税法上の「住所」の認定を巡る諸問題 

 

 

中央大学商学部教授 

酒 井 克 彦  

 

◆SUMMARY◆ 

本稿は、平成 25 年 11 月 12 日（火）に税務大学校和光校舎で開催された「税に関する公

開講座」での酒井克彦教授（国士舘大学法学部（当時））による講演内容を取りまとめたもの

である。 

本講演では、「租税法上の『住所』の認定を巡る諸問題」と題し、租税法の解釈適用の場面

でしばしば問題となる「住所」の認定について、事例を交えながら分かりやすく解説されて

いる。 

なお、本講演録を取りまとめるに当たり、酒井克彦教授による必要に応じた若干の加筆等

を行っている。（平成 27 年 2 月 27 日税務大学校ホームページ掲載） 
（税大ジャーナル編集部） 

 

本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解

を示すものではありません。 



税大ジャーナル 25 2015.4 

2 

 

目   次 

はじめに ············································································································ 2 
１ 租税法における用語（概念）の理解 ·································································· 3 
（1）租税法律関係と厳格な解釈 ········································································· 3 
（2）租税法解釈と私法準拠 ··············································································· 4 

２ 租税法上の「住所」の概念 ·············································································· 6 
（1）租税法上の「住所」と民法上の「住所」 ······················································· 6 
（2）民法上の住所概念＝「生活の本拠」 ····························································· 7 
（3）全生活の中心とは何を指すのか？ ································································ 7 
（4）「客観説 v.s 主観説」 ·················································································· 8 

イ 客観的な主観（居住意思）の認定 ···························································· 9 
ロ 過去の判例 ·························································································· 9 

（5）「住所複数説 v.s 住所単数説」 ···································································· 10 
３ 「住所」の認定で問題となるケース ································································· 11 
（1）テント生活者の「住所」 ·········································································· 11 
（2）租税回避事例における「住所」の認定 ························································ 12 

おわりに ·········································································································· 19 

 
 
はじめに 

本日は、租税法上の「住所」の認定を巡る

諸問題ということでお話しをさせていただき

ます。 

数日前、台風 30 号がフィリピンに上陸し

まして、多くの人が避難をし、その生活の居

を移らなければいけないということで、今ま

さに大変な状況になっていると思います。他

方、日本でも、福島第一原発の関係で多くの

人が避難をしているという状況下にありまし

て、今日の新聞には、復興加速化提言につい

て掲載されていました。自民党と公明党の両

党が復興の加速化を図るということで、帰還

困難区域に住んでいた人達が、果たして戻れ

るのかどうかが、大変大きな関心事項となっ

ています。 

さて、帰宅困難で住居を変えて生活をして

いる人の住所というのは果たしてどこにある

のだろうかと、研究者の一人としては、どう

しても税金の目からそういうことを考えざる

を得ない気持ちになるわけです。本日は、こ

の住所というものをどのように考えたらいい

のかということをお話ししたいと思います。

もしかしたら税金について普段からあまりご

存知でない方は、住所が税制と何か関係ある

のか、どんな問題があるのかと疑問に思われ

るかもしれませんが、税を考える週間ですか

ら、ここで皆さんと一緒に「住所」という用

語を巡る問題を通じて、租税法について考え

てみたいと思います。 

私たちは、ありがたいことに自由な社会に

生きているわけです。そうであるとすると、

様々な社会的なしがらみの中ではありますが、

どこに住もうが勝手です。何か特別な事情が

ある場合は別として、通常、どこに住んでも

いいわけです。 

我が国の税制では、国内に住所を有してい

るのか有していないのかということが、その

人の納税義務というものに大きく影響を与え

ます。例えば分かりやすく言えば、日本に住
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所を有していない人については、ある特定の

租税については税金の負担をさせない仕組み

になっているわけです。先ほど言いましたよ

うに、自由にどこに住んでもいいわけですか

ら、日本で税金を払いたくなければ、住所を

移転して外国に住んでしまえばいいわけです。

それももちろん自由です。ところで、日本の

行政サービスを受けたいという場合には、そ

れなりの租税負担というものが考えられるわ

けですが、そういった便宜を受けながらも他

方で税金を納めたくないと、こういうような

考えの人もいるわけです。日本の行政サービ

スを受けるにもかかわらず、うまく税金を免

れることができるのであれば、それにこした

ことはないと思うこと自体は、それほど不自

然な感じはしないわけです。そのような考え

方を持っている人も少なからずいます。他方、

日本の行政サービスを受けていれば、当然そ

れに見合った租税負担をしなければいけない

のだとの考え方もあるわけです。そのあたり

について、少し考えてみたいと思います。 

 

１ 租税法における用語（概念）の理解 

（1）租税法律関係と厳格な解釈 

さて、最初にいろいろなことを申し上げま

したが、少し中身に入っていきたいと思いま

す。租税法における用語の理解についてです

が、我が国の租税法で住所というのはどのよ

うに規定されているのか、あるいはどのよう

に、法律関係、税金の負担に影響を及ぼして

いるのかということを、ごくごく簡単に見て

いきたいと思います。 

永遠の旅人の「住所」という問題がありま

す。これは、国税庁ホームページの「タック

スアンサー」の 2012 番に、「居住者・非居住

者の判定（複数の滞在地がある人の場合）」と

いう説明があります。我が国の税制――税制

といってもたくさんありますので――、本日

はとりわけ所得税や相続税の話しを中心にさ

せていただこうと思いますが、この居住者と

非居住者という言葉が、租税法の中では頻繁

に出てきます。我が国の所得税法上、「居住者」

とは、「国内に住所があり、又は現在まで引き

続いて 1 年以上、居所がある人」とされてい

ます。そういう人、すなわちこの講演会場に

いらっしゃる多くの方は居住者、つまり国内

に住所がある人でしょう。また、住所がなく

ても、仮の住み家といいますか、居所という

ものが 1 年以上あるような人も居住者と言い

ます。そして、この居住者は、所得が生じた

場所について国の内外を問わず、その所得に

つき我が国で所得税を納める義務があると、

こう書いてあります。すなわち、もし皆さん

が、自分は日本に住所があるということであ

れば、その方はもう居住者と扱われますから、

国の内外を問わず、どこで所得が発生したと

しても、その所得について日本の税金が課せ

られると、こういうパワフルな規定が書いて

あるわけです。 

また、「非居住者」とは、「居住者以外の個

人をいい、日本国内で生じた所得に限って所

得税の納税義務がある」と書いてあります。

ここで 2 つの言葉が出てきたわけです。すな

わち「居住者」と「非居住者」です。「非」と

いうぐらいですから居住者でない人というこ

とになりますが、この非居住者は原則、国内

で生じた所得しか課税をされないというわけ

です。 

さて、今、その定義規定の中に住所という

言葉が出てきました。「国内に住所を有する

者」と。 

では、住所とは何かについて次に考えてみ

たいと思います。「住所」とは「各人の生活の

本拠」をいい、国内に生活の本拠があるかど

うかは、客観的事実によって判断することに

なっています。すなわち住所というのは何か

というと、生活の本拠をいうのだというわけ

です。生活の本拠はどこにあるかが大事なの

ですが、生活の本拠というのは客観的事実に

よって判断するということです。 



税大ジャーナル 25 2015.4 

4 

その次に、複数の滞在地がある人の場合で

すが、ある人の滞在地が 2 か国以上にわたる

場合、その住所がどこにあるかを判定するた

めには、例えば、住居とか、職業、資産の所

在地とか、あるいは親族の居住状況又は国籍、

こういった客観的事実によって判断します。

住所というのは生活の本拠で、生活の本拠は

客観的事実によって判断すると言っているの

です。では、客観的事実とは何かというと、

住まいとか職業とか、あるいは資産とか家族

がどこにいるかとか、こういうものを客観的

に見て判断しましょう。こういう考え方が国

税庁のホームページに示されています。 

しかし、今の説明は法律でも何でもありま

せん。要するに、国税庁のホームページに書

いてあるだけです。皆さんの多くの方がご存

知のとおり、憲法は、租税法律主義という考

え方を要請しておりますので、全ての租税と

いうのは法律に従った形でしか課税、徴収さ

れることはないのだというわけです。これが

憲法 30条と 84条の 2か所に示してあります。

憲法が強調して、要請しているところです。

国税庁のホームページに書いてあるから、そ

れで決まるのではなくて、法律にどう書いて

あるかが極めて重要なわけです。 

そして、重要な論点をさらにもう少し進め

ていきますと、法律に書いてある中身をどう

理解するか、どう解釈するかということです。

この点については、書いてある条文をできる

だけ文理に従って、すなわち書いてある文章

の文法的な意味に従って、これを理解すべき

だというふうに言われています。これを文理

解釈と言います。例えば、誰々が何々を何々

した場合に税金が課されるといったときに、

「誰々が」「何々を」「何々した場合」という

ことをしっかりと文章に書いてあるとおりに

読んで、当てはめていきましょうという考え

方です。このような考え方とはやや異なり、

法律ができたときに議論した議会の考え方

（立法趣旨）に従って理解しましょうという

意見もあります。しかし、国民にとって税金

を負担するというのはとても重いことで、憲

法が保障する財産権を、ある意味では侵害す

るおそれさえあるわけです。税金を滞納して

いると、財産を差し押さえられたりします。

それが許されるのは、しっかりと法律に従っ

て行われているということが前提となります。

その法律、すなわちルールブックに書いてあ

るとおりに課税され、徴収されなければいけ

ない、これが原則です。これがなされないと、

税務当局が恣意的に課税をしたりとか、ある

いは他方で、納税者が自己に都合のよいよう

に勝手に解釈をして税金を少なく申告をした

り、このようなことが許されないのは当然の

ことです。したがって、まず原則的には法律

に書いてあるとおりに解釈をすることが求め

られます。すなわち、条文を文理どおりに解

釈し、それでも判然としない場合に、それを

補うために趣旨を参照するということが重要

となるわけです。 

（2）租税法解釈と私法準拠 

次に、「租税法解釈」と「私法準拠」という

言葉について考えたいと思います。これは何

かというと、税金の計算というのは極めて複

雑多岐にわたる規定によって決められていま

す。すなわち、税金の負担がいくらになるか、

租税法の条文に従って考えるとしても、その

条文が極めて複雑で、難解なものであるとい

う問題があります。また、税金の負担がいく

らになるかに関係するのは、何も租税法だけ

ではないという問題があります。租税法の条

文はとても複雑なのですが、その条文に従っ

て解釈をしようとしても、実は租税法の条文

を読むだけでは分からないことがたくさんあ

るのです。よくお話しさせていただくことな

のですが、A から B に、例えば 1,000 万円の

お金が移動したといったときに、専門家であ

る税理士さんは、ああ、A から B にお金が動

いたということは何か税金がかかるのだなと、

ピンとくるわけです。しかし、これだけの情
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報では何も分かりません。すなわち、A と B

との間でどのような法律関係があるかという

ことを、まず明らかにしなければ何も分かり

ません。A と B の間で 1,000 万円のお金が動

いたといっても、それだけでは分からない。

なぜかというと、A と B との間で、金銭消費

貸借契約に基づいてお金が移転したのか、不

動産賃貸借契約に基づいて賃料が払われたの

か、あるいは労働契約に基づいて労働の対価

としてお金が払われたのか、それが分からな

いと、税金がいくらになるかさっぱり分から

ないわけです。他方で、A と B について、こ

れが個人なのか法人なのかということも分か

らないと、何税がどう課されるのかも分から

ないのです。すなわち、AやBが法人なのか、

個人なのか、組合なのか、人格なき社団なの

か、このようなことを決めているのは、租税

法ではなくて全部私法なのです。このように、

契約関係は私法によって定められ、そして当

事者の法的属性が個人なのか法人なのかとい

うことも全て私法によって決められるわけで

す。したがって、いくら租税法の勉強をして

も、私法が分からなければ課税関係は少しも

分からないということになります。これが我

が国の税制のよって立つ姿なのです。基本的

な契約関係や当事者の法的属性を明らかにす

ることが理解の前提となるのです。例えば、

A・B ともに個人であれば、個人から個人へ

の、例えば贈与だったら贈与税が課される、

つまり、B に贈与税が課されることになりま

す。このように、個人から個人へ 1,000 万円

が移転した場合において、この当事者間に財

産をあげよう、財産をもらおうという意味で

の贈与契約が認定されて初めてここに贈与税

が課されるわけです。こういった情報は全て

私法によって規律されています。私法がなけ

れば租税法が立ち行かないということで、こ

れをたとえるならば、1 階に私法さんが住ん

でいるその 2 階に租税法さんが住んでいる、

2 階建てのアパートといえます。このような

考え方を採用しているのが、我が国の税制の

本質的なスタイルで、これを「私法準拠」と

いうわけです。すなわち、租税法が基礎とす

る事実関係は基本的には私法を前提として定

まってくるのだという考え方です。 

さてここで、B は個人なのですが、B が果

たしてどういう個人なのかという問題が生じ

ます。すなわち、Aが B に 1,000 万円をあげ

たというその財産の移転に対しては贈与税と

いう税金がかかるわけです。このとき、この

B が国内に住所を有している個人なのか、国

内に住所を有していない個人なのかによって、

この贈与税が課されるか、課されないかとい

う点に大きく関わってくるわけです。すなわ

ち、この贈与税が課されるか課されないかも、

結局はこの私法の考え方を根底に判断される

ことが通常の理解の仕方だということになり

ます。 

少し条文を見ながら考えていきたいと思い

ます。「住所」の概念には、少なくとも租税法

上の「住所」と民法上の「住所」とがありま

す。租税法で「住所」が用いられている規定

というのはとてもたくさんあるのです。 

例えば、贈与税ではありませんが、所得税

法 2 条《定義》には、先ほどの国税庁ホーム

ページの内容と同じことが書いてあります。

「居住者」とは、「国内に住所を有し、又は現

在まで引き続いて一年以上居所を有する個人

をいう。」とあります。国税庁のホームページ

の説明は、なるほど法律に合っているなと理

解できます。租税法律主義ですから、あくま

で法律に基づいて理解をしていかなければい

けないわけです。ただし、この「国内に住所

を有し」というところが大事です。要するに、

国内に住所を有していれば、日本の居住者と

扱われて、全世界所得課税になるわけです。

では、国内とは何なのかと言ったら、その「国

内」の定義は、所得税法 2 条 1 号に「この法

律の施行地をいう。」とあります。ところが、

「住所」については所得税法に定義規定がな
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いのです。これが、本日お話しをする問題の

最も難しい点の、その根源・淵源です。 

繰り返しますと、「国内に住所を有し」とい

う「居住者」の定義の中に出てくる「住所」

という言葉について、所得税法にはその定義

がないのです。国内に住所を有していれば、

外国で得た所得や国内で得た所得全てについ

て納税義務が生じるといっても、その住所と

いう言葉の意味の理解次第でいかようにもな

ります。例えば、区役所や市役所に届けてい

る住民票のあるところが住所なのでしょうか。

すると、あちらよりもこちらに出しておいた

方が何かと便利だなと思って住民票を移転し

たら、住所というのは変わるものなのでしょ

うか。住所は昨日までここでしたが、明日か

らはこちらになりますと、そう簡単に変わる

ものなのかどうか。あるいは郵便局に届けて

いるものが住所というのでしょうか。自分の

家の前の電柱に書いてあるものが住所という

のでしょうか。住所という定義がないから、

分かりません。さて、分からないので、諦め

ましょうというわけにはいかないのです。先

ほどから申しておりますとおり、租税法律主

義ですから、法律にのっとって判断しなけれ

ばいけないのです。 

 

２ 租税法上の「住所」の概念 

（1）租税法上の「住所」と民法上の「住所」 

では、この住所というのはどう理解したら

いいのでしょうか。 

差し当たり、国税通則法 124 条《書類提出

者の氏名及び住所の記載等》を見てみましょ

う。税務署は役所ですから、いろんな届出書

を出さなくてはいけません。そこには、「国税

に関する法律に基づき税務署長その他の行政

機関の長又はその職員に申告書、申請書、届

出書その他の書類を提出する者は、当該書類

にその氏名（…）及び住所又は居所を記載し

なければならない。」と、こう書いてあるので

す。これによると、申告書を出すときには住

所を書かなければいけないのです。では、そ

の住所とは何かと言ったときに、先ほど言い

ましたように定義がない。 

さて、では、これをどう理解をしたらいい

のか。他の法律で住所が規定されているとこ

ろを見ますと、いっぱいあるのです。例えば、

所得税の納税地について、所得税法 15 条《納

税地》1 号には、国内に住所を有する場合は、

「その住所地」と書いてあります。所得税の

納税地も、やはり住所で決まることになるわ

けです。相続税法 62 条《納税地》では、相

続税及び贈与税の納税地について、やはり同

じように「この法律の施行地にある住所地を

もって、その納税地とする。」と書いてありま

す。結局は、納税義務が生じるか否かを判断

するもの、各種届出書に記載するもの、その

人の所轄税務署を決めるもの、納税地を決め

るものも全部住所によって確定されているの

です。ところが、何度も申し上げますが、そ

の住所というのは租税法に定義がないという

ことになります。 

そこで、このような定義のない用語をどう

理解するかというのは極めて重要なのですが、

これについては、少し専門用語になりますが、

借用概念という考え方があります。例えば、

住所というのは租税法に定義がないからと諦

めるわけにはいかない。では、どうするか。

ここで、住所という言葉は、特別に租税法が

固有に意味を持っているのではなくて、その

概念、用語は私法にも使われているので、そ

の私法に合わせて理解するのが妥当なのでは

ないかと、このように考えることができるわ

けです。そこで、民法や商法を見てみますと、

民法には 22 条《住所》という条文があるの

です。では、この民法 22 条に従って住所の

解釈をすればいいだろうと、これが租税法の

通説です。通説というからには、実はそうで

はない説もあるのですが、ここでは時間の関

係上、この租税法の通説だけをご説明します。

つまり、租税法上の住所概念は、「他の法律か
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らおそらく借りてきたのだろう」、「民法 22 

条にいう住所という定義を使って理解をする

のだろう」というように租税法の通説は考え

るわけです。さて、民法 22 条という条文を

見てみますと、「各人の生活の本拠をその者の

住所とする。」と書いてあります。租税法には

住所についての定義はないのですが、民法で

は明らかにされているので、きっとこれが定

義なのだろうということです。 

（2）民法上の住所概念＝「生活の本拠」 

ところが、問題は、民法に「各人の生活の

本拠をその者の住所とする。」と書いてあり、

それと同義に解釈しようとしても、今度はそ

の「生活の本拠」とは何かということになり

ます。次は、「生活」とは何か、「本拠」とは

何かという問題に足を突っ込まなければなら

ないことになります。そこで、我が国の租税

法上の解釈は、一応、民法の学者が言ってい

ることや判例が述べていることに従って理解

しようではないかと、こういうふうに考えて

いるわけです。住所の問題については、いろ

いろと議論がありますが、今お話しをできる

のは、極めて通説的な理解です。 

さて、この住所の問題について、具体的な

事件を素材に少し考えてみたいと思います。

すなわち、裁判所は、これまでどのように租

税法上の住所を認定しているかということで

す。 

まず、輸出業を営む法人の代表者が、日本

に住所を有していたのか有していないのかが

問題となった事件です。 

大阪高裁昭和 61 年 9 月 25 日判決（訟月

33 巻 5 号 1297 頁）はこう言っています。所

得税法上の住所について、まず所得税法 2 条

1 項 3 号――居住者の定義ですね――にいう

住所は、民法 21 条――これは昔の条文で、

現行法は 22 条です――にいう住所と同一の

意義を有するのだと、このように言い切って

います。 

租税法の条文の解釈は厳格に行わなければ

いけないのですが、その条文に使用されてい

る文言の定義が分からない場合にその文言が

同じ法律である民法から借りてきている概念

のときは、民法と同じように理解をしようと

いうことなのです。住所の概念について、租

税法と民法とで同一の意義を有するものであ

ることは、法の文言と趣旨に照らし、体系上

明らかであるから、結果的には民法 22 条に

いう「各人の生活の本拠」であるというよう

に解するべきだというわけです。これについ

ては、国税庁の通達でもまた、所得税基本通

達 2－1《住所の意義》に、住所というのは、

「各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であ

るかどうかは客観的事実によって判定する。」

と書いてありまして、全く同じ理解のものと

いえます。こういう考え方が従来から支配的

で、すなわち民法に従えばいいというわけで

す。 

さて、民法は、生活の本拠を住所と見てい

るのだということが明らかになりました。そ

こで、次にこの「生活の本拠」ということに

ついて考えてみましょう。例えば、長期間に

わたり船で航海をしている人がいます。その

人は遠洋漁業に従事していて、半年間とか、

1 年のうちほとんどを海上で生活しています。

このような人の生活の本拠はどこになるかと

いうと、船ではないかという考え方があり得

ます。私は、研究者として、ある大学で仕事

をしているわけですが、言ってみれば 1 日の

うち、ほとんどの時間を大学の自分の研究室

の中で過ごしています。もうそれこそ、そこ

で寝泊まりもしております。したがいまして、

私の生活の本拠は、大学かもしれません。そ

ういう意味では、生活の本拠というのは、イ

メージとしては、ずっと長いこといる場所、

一般的には生活している場が生活の本拠だろ

うという感じがします。 

（3）全生活の中心とは何を指すのか？ 

そこで、次に、全生活の中心という考えを

ご紹介したいと思います。 
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なぜこのことを問題視するのかというと、

先ほどお話しをしましたとおり、船の中で起

居していて、その生活の大部分を海上で過ご

していた人がいたのです。この船に雇用され

ていた乗組員の所得税法上の住所とはどこな

のか、船の中なのかということが争われた事

件があります。私は「船の中ではないか」と

思ったりしますが（笑）、東京地裁昭和 56 年

3 月 23 日判決（訟月 27 巻 6 号 1190 頁）で

は次のように判示されています。 

所得税法上の住所とは個人の生活の本拠、

すなわちその者の社会生活上の諸問題を処理

する拠点となり得る地をいうのであり、その

意味では船は単なる勤務場所にすぎず、これ

を住所ということはできない。要するに、そ

こは単に勤め先でしょうということです。実

は、ここに、若干の疑問があります。つまり、

勤務先で生活してもいいではないかという気

がします。勤務先イコール生活の本拠ではな

いと、どうして決められるのか、そこに疑問

を感じますが、比較的こういう判断は多いの

です。最近でも同じような事件があります。 

船の乗組員のような場合は、配偶者その他

生活を一にする親族が居住し、あるいはその

者が勤務外の期間中、通常滞在する地が住所

に該当するのであるとすると、結局、国内に

あるということになります。国内に、家族が

いるではないかと。その家族がいるところや、

あるいは仕事が終わったら帰って、起臥寝食

するところが、生活の本拠というのだろうと、

こういうふうに言うわけです。これをしばし

ば「全生活の中心」などと言ったりすること

があります。しかし、そうはいっても、この

判断は非常に難しいです。船が生活の本拠で

はないというのは、まだ分かりやすい例です

が、そのような例は、言ってみればイレギュ

ラーで変わったものです。 

普通は、後でご紹介するような例、つまり、

税金を免れたいがために、税金の負担を軽く

したいがために、わざわざ外国に引っ越しを

するというようなケースがあり、そのような

ケースでは非常に難しい判断を迫られたりし

ます。外国にいる期間に財産の贈与を受けた

場合に、果たして贈与税が課されるのか、課

されないのかということが問題となった大変

有名な事件があります。そういう事件などを

考えると、船の話はあまり参考にならないと

思われます。 

先ほどからお話ししているように、まず租

税法律主義の下では、文理解釈が重要である。

しかし、租税法上にない用語が多々あるため、

その場合は、私法からの借用概念として考え、

私法の条文に従って解釈すると、こういうこ

とになるのですが、その私法の条文を見ても

必ずしも明らかにならない場合がしばしばあ

るわけです。すると、そういう場合には、私

法の学者の言っていることによく耳を傾けて

考えてみようではないかとなるわけです。 

（4）「客観説 v.s主観説」 

今年も、私法学会がありましたが、こんな

に多くの私法学者が日本にいるのかというぐ

らい、たくさんの学者が集まってきます。そ

ういう人たちがいろいろなことを言うのです。

民法学者は、それこそたくさんいるのです。

学説も山ほどあります。対立も激しいです。 

そこで、細かい学説を言ったら切りがあり

ませんから、とても有名な学説を 2 つだけご

紹介しましょう。客観説と主観説です。客観

説は、客観的な実体を見て判断しましょうと

いう考え方です。それに対して主観説は、そ

の人はどう思っていたか、私はここにずっと

住んでいこうという、居住意思がどこにあっ

たのかに合わせて、住所地を考えるべきだと

いう考え方です。ここに対立があるのです。

例えば、民法における錯誤というのは、本当

の心はどこにあったのかを考えます。ある人

がキツネうどんを頼んだけど、本当はタヌキ

うどんが食べたかった。そこに錯誤があるの

かないのか、本当の心の中は何だったのかと

模索するわけです。民法というのは、比較的
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このようにその人の主観を大事にするのです。

出発点は主観なのです。ところが、主観とい

うのはハートの問題で、外から見たら分かり

ません。非常に荒っぽく言うと、主観説には

そういう限界があるだろうということで、今

日的な多くの学説は客観説の立場に立つので

す。 

イ 客観的な主観（居住意思）の認定 

民法の学説では、活動や生活の中心地を客

観的に定めて、これをもって住所とすべきと

する説が比較的多数を占めています。 

先ほどの国税庁のホームページにも、客観

的事実によって判断すると書いてありました。

ですから、なるほど客観説が支配しているし、

民法と同じように租税法も同様に考えるのだ

なと。ところが、そんなに簡単ではないので

す。なぜ客観説に立っているかというと、も

う一度言いますが、人の主観は外からは分か

らないからです。ということは、主観が出発

点なのです。多くの学者が、出発点である主

観が分からないから次善の策、セカンドベス

トとして客観説に立っているのです。という

ことは、もしその人の主観が客観的に分かる

とするとどうでしょうか。例えば、ある人が

毎日ある場所で生活している、毎日そこへ

通って何々している、そこでは牛乳の配達を

頼んだり、新聞を届けてもらったりしている

など、そういう客観的な事実をいろいろ重ね

合わせて、きっとその人はここにいようと考

えているのだなというように、裁判官が客観

的に見てその人の主観が明らかになっていく。

要するに、国税庁のホームページに「客観的

事実に従って判定する」とあったからといっ

て、客観説なのだなということで終わりでは

ないのです。客観的事実の中にその人の主観

を見出すことができる徴表があったらどう考

えるのかということです。すなわち、客観的

主観説という、客観的に主観が分かるのであ

れば、その分かるものを踏まえて理解するこ

とも、これも客観的事実に従った判断ですよ

ね。客観説と主観説の対立が、講学上のもの、

いわゆる教室事例の検討の際に問題になるに

すぎないとしたらいいのですが、このことが

後に出てくるT事件における裁判所の判断に

大きな影響を及ぼしたわけです。さて、この

ように民法上は客観説と主観説の争いがある

ところですが、居住意思を客観的な徴表に基

づいて判断すべきという見地に立てば、その

争いの垣根は相当程度低いものになるという

ことも言えるわけです。 

そして、民法で大変権威のある石田喜久夫

教授がこう言っております。「本人の意思を完

全に排除して法律関係を語るには、原則とし

て背理の疑いがある。住所に関する主観説と

いえども、定住の事実がありながら問題を生

じた場合に『ここに定住する意思はない』な

どと言い放つ者に、定住の意思の欠缺を認め

るものではない。むしろ、かえって、定住の

事実のみで原則として住所を認定しようとす

る客観説こそ、立論の出発点において批判さ

れなければならないように思われる。」とこの

ように言っているのです。 

ロ 過去の判例 

さて、過去において、裁判所はどのように

考えてきたのかということを、少し急ぎ足で

概観したいと思います。たくさんありますが、

その中でも特に重要なものだけいくつかピッ

クアップしてご紹介しましょう。簡単に言い

ますと、実は民法の判例というのはあまりな

くて、民法は他のいろんな法律の判例を引っ

張ってきて議論しているのです。したがって、

民法の判例によればこうだということは言え

ないわけです。 

例えば、自作農創設特別措置法という法律

がありますが、その法律の適用に当たっての

住所について、最高裁昭和 27 年 4 月 15 日第

三小法廷判決（民集 6 巻 4 号 413 頁）はこの

ように言っています。特定の場所を特定の人

の住所と判断することについて、その者が間

断なくその場所に居住することを要するもの
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ではなく、また「単に滞在日数の多いかどう

かによってのみ判断すべきものではない」と

言っているのです。所論のような「客観的な

施設の有無によって判断すべきものではな

い」と、このように言っているわけです。 

また、その少し前に最高裁昭和 26 年 12 月

21 日第二小法廷判決（民集 5 巻 13 号 796 頁）

という事件があります。この事件は次のよう

なものです。鎌倉に住んでいた人が、本籍地

の城内村というところに移転、転居し、海軍

の法務科士官として海軍省に勤務していたの

ですが、家族も一緒にこの本籍地の城内村に

転居してきました。そして、家屋も城内村に

置いたのです。そうこうしているうちに、ま

だ鎌倉で少し残務の仕事をしなければいけな

いということで、お父さんだけ鎌倉に残って

いました。そうしているうちに召集令状が来

まして、お父さんは城内村の家族のところに

帰る前に召集されたのです。そして、結局、

そのお父さんの住所はどこなのかというのが

争われたという事件です。この事件で、最高

裁は、家族や所有の家屋が城内村にあるのだ

から、もう城内村があなたの住所ですよと、

このように認定しているのです。 

あるいは、最高裁昭和 38 年 11 月 19 日第

三小法廷判決（民集 17 巻 11 号 1408 頁）と

いう事件があります。これは、甲町というと

ころから、乙町というところに転居届を出し、

なおかつ、本籍も乙町に移し、さらに税金も

乙町で払っていた人のケースです。ところが、

その人は甲町にまだ農地があって、その農地

のお手伝いをしていたのです。結局、住民票

を移転したり、本籍を移転したり、税金を移

転した先に支払っているにもかかわらず、ど

こに普段いるのかということが大事だとされ

ました。裁判所は、農地の手伝いをしていた、

もともとの甲町に住所地があると言っている

のです。この最高裁判決では、住所の認定に

「定住の意思」が影響を及ぼすのだとしてい

ます。このように、過去の最高裁判決は単純

な居住日数だとか外形的なものではなくて、

実際にその人がどういう生活をしていたのか、

あるいは家族の状況はどうだったのか、所有

している資産はどうだったのか、こういうこ

とを前提に住所を認定してきたのです。そう

いう意味では、客観説に立っているからと

いって、客観的に明らかになっている主観が

排除されているわけではないのです。 

（5）「住所単数説 v.s住所複数説」 

住所をめぐる学説にはもう 1 つの対立があ

ります。住所単数説と住所複数説の対立です。

住所単数説は、一人には 1 つの住所しかあり

得ないと考えるものです。これに対して住所

複数説というのは、少し説明が必要です。こ

れは一人にいくつもの住所があるという意味

ではありません。複数説というのは、法律に

は法律ごとに従った住所の観念があるという

理解の仕方なのです。例えば、公職選挙法上

の住所は、公職選挙法上の特有の趣旨・目的

があるから、それに合わせて住所が認定され

てしかるべきであるとし、あるいは学校教育

法上の住所は、学校教育法上の趣旨・目的に

従って認定されてしかるべきだという意味な

のです。 

よく単数説、複数説というと、複数説は一

人に何個も住所があるというイメージでお話

しをされる方がいますが、そういう意味では

ありません。およそよく言われている複数説

というのは、1つの法律には1つなのですが、

人の生活にはいくつもの法律が規範として関

わっていますから、その生活規範ごとに法の

趣旨目的に合わせて住所を考えていいだろう

というわけです。例えば、学校教育を考える

場合の就学児童の住所地というのは、できる

だけ児童の通学に便利なように住所地を認定

した方がいいという、法律の趣旨目的があり

得るでしょうし、他方で、農地法上の住所で

あれば、できるだけ農地というものを維持継

続、存続することを目的としてそこに住所が

あったと認定した方が自作自給の精神にかな
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うということがあり得ます。このように、法

律には法律ごとの住所という認定があり得る

と考えるのが複数説なのです。したがって、

この点からすれば、結局において、一人に法

律ごとに異なる住所が認定されることになる。

少し難しく説明をすれば、借用概念論におけ

る目的適合説的な解釈が展開されているわけ

です。別言すれば、1 つの法律関係において

複数の住所を認定すべきというのが、民法に

いう複数説というわけではありません。 

実は、民法ではこの複数説が通説とされて

きたということが、末弘厳太郎博士の論文な

どにも書いてあります。「人の社会関係が段階

的に複数的存在をなしてゐる以上人の法律的

存在も亦之を段階的複数的に認識するを至当

とする。」と。この見地によれば、住所複数説

はむしろ社会の実情に適合しているわけです。 

後にみるT事件でもこの点は問題となりま

した。複数説であっても、1 つの法律関係に

おいては 1 つの住所と考えておりますので、

T 事件最高裁判決が相続税法上の住所を 1 つ

とみたことは、民法上の通説である複数説の

立場からも問題がないということになりそう

です。 

 

３ 「住所」の認定で問題となるケース 

（1）テント生活者の「住所」 

さてここで、事案を 1 つご紹介したいと思

います。 

先ほど、船の上で長期間にわたり生活して

いる人の生活の本拠はどこかという事例を取

り上げましたが、今度は、テント生活者の住

所地がどこにあるのかというのが、最近、争

われました。大阪の事例です。公園でテント

生活をしている方が公園を住所とする転居届

を提出したのですが、受理されなかったとい

う事件です。 

大阪地裁平成 18 年 1 月 27 日判決（判タ

1214 号 160 頁）はこう言っています。「法に

いう住所とは、生活の本拠を指すものである

から、転居届に住所として記載された場所が

客観的に当該届出をする者の生活の本拠たる

実体を具備していると認められる限り、市町

村長は、当該転居届を受理しなければならな

い」と、こう言ったわけです。すなわち、テ

ントで生活し、公園が私の生活の本拠地だと

いうふうに主張して、ここに転居届を出した

のなら、きちんとそれを受け取りなさいとい

うわけです。これには、みんな驚いたのです、

すごい判決だと。 

大阪地裁は、「一定の場所に係る施設の種類、

構造、規模等はあくまでもその場所が客観的

に見てその者の生活の本拠たる実体を具備し

ているか否かを認定するための一資料にすぎ

ず、その施設が設置や撤去が容易な簡易工作

物であるからといって、その一事をもって直

ちにその生活の本拠であるという実体を欠

く」とそう理解するのは妥当ではないと、こ

のように判決しているのです。 

実は、この判決は大阪高裁で、ひっくり返

りました。大阪高裁平成 19 年 1 月 23 日判決

（判時 1976 号 34 頁）は次のように判断した

のです。すなわち、「そこにいう『生活の本拠

としての実体』があると認められるためには、

今日においては住基法〔住民基本台帳法〕に

いう住所の有する上記の基本的性格に鑑みる

と、単に一定の場所において日常生活が営ま

れているというだけでは足りず、その形態が、

健全な社会通念に基礎付けられた住所として

の定型性を具備していることを要するものと

解するのが相当である。」としています。要す

るに、定型性が大事なのだと言っています。

単に形式的に、住んでいるという事実だけで

判断するのではないという言い方をしている

のです。言ってみれば、その生活の形という

ものも、社会的にここがその生活をするにふ

さわしいと、社会通念に従っても、ここが本

当の生活の本拠と言えるかどうかと、こうい

う見方が大事ということが判示されたわけで

す。 
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（2）租税回避事例における「住所」の認定 

さて、本日のメインテーマであります、T

事件をご紹介します。 

これまで少し急ぎ足でお話しいたしました

が、租税法上の「住所」の解釈については、

原則として民法の理解に従うということでし

た。そして、民法では、「生活の本拠」を住所

地だとしています。この生活の本拠について

は、過去の裁判例を概観するとともに、学説

の対立についても確認いたしました。学説に

ついては、民法では「客観説」と「主観説」

との対立があって、客観説が台頭している。

しかし、客観説が重要なのだと言いつつも、

主観を客観的に見るという判断まで含めて言

うと、その対立というのは、それほど大きな

対立ではない。主観を否定して、必ずしも客

観だけで判断できるのかというのは微妙で

あって、なかなかそうも言えないだろうとい

うことを理解しました。そして、住所には「複

数説」と「単数説」という考え方があって、

複数説によれば、法律には法律の目的に合わ

せた住所の認定がなされるべきなのだと理解

してきたわけです。 

さて、こういった基礎的な概観、理解を踏

まえた上で、今日は税を考える週間ですから、

1 つの事例を、皆さんと一緒に考えてみたい

と思います。 

この事件は、簡単に言うと、B（親）から

X（子）に財産を移転する際、亡くなってか

ら渡すと相続税が課税されますので、生きて

いるうちに渡そうとする。でも、生きている

うちに渡せば、今度は贈与税がかかるという

ように同じような問題が起きるわけです。で

は、租税法律主義の観点から、相続税法はど

のように規定されていたのか見てみましょう。 

旧相続税法 21 条の 2《贈与税の課税価格》

第 3 項では、贈与により財産を取得した個人

で当該財産を取得した時において、この法律

の施行地に住所を有する者である場合には、

その者が贈与により取得した財産の全部に対

し贈与税を課すると、このように規定されて

いました。すなわち、単純に言えば、この X

が国内に住所を有しているか有していないか

で決定づけられるというわけです。これから

ご紹介する事例では、この X の住所地を香港

に移転させようと試みたというものです。住

所地が外国にあるとして、すなわち、国内に

住所を有する者とは言えないので、贈与税の

課税対象から外れることになるのかというこ

とです。 

もう少し具体的な事実関係を見ていきま

しょう。最高裁判所が認定した事実に従って

見ますと、このようになっています。X は、

贈与者である B、C の長男です。B は金融会

社 T の代表取締役です。X はこの T 社に就職

をしました。そして、B は X を T 社における

自己の後継者としようということで、X もこ

れを了解し、社内でもいずれはこの X が B の

後継者になるのだろうと目されていたわけで

す。 

そして、当時は、贈与税の課税は、住所地

の有無で決まっていたわけでありまして、贈

与者が所有する財産を国外へ移転し、さらに

受贈者の住所を国外に移転させた後に贈与を

実行することによって、我が国の贈与税の負

担を回避するという方法が一般に紹介されて

いたと、こういう背景があったのです。結局、

この人たちもそれをやってみようということ

になりまして、B はこの贈与税の回避の方法

について公認会計士から概括的な説明を受け

ていました。 

その後、T 社の取締役会が行われて、この

X を香港の駐在役員としてまず選任をしまし

て、次に、香港の現地法人を買収し、そこの

現地法人の取締役に X を就任させています。

つまり、息子である X を香港の法人の取締役

に就かせたわけです。X は、平成 9 年から 12 

年の末までずっと香港での業務に携わってい

たわけですが、その間、どのような生活状況

にあったのかというのが、本件ではとても重
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要になります。 

少し単純化して説明しますと、X は、香港

には衣類程度のものしか持っていかなかった。

日本には家族がいて、家財道具があって、そ

して日本でも仕事があった。もちろん香港で

も仕事はあり、実際は平成 9 年の途中から平

成 12 年 12 月までの間に、香港では約 65.8％

居住をしていたと認定されています。そして、

日本での滞在は 26.2％でした。そういう意味

では滞在日数の割合からすると、3 分の 2 は

香港に滞在しているということになります。

この点、この事件の最高裁の須藤裁判長が補

足意見で、「国外に暫定的に滞在しただけ」と

述べています。 

さて、このような状況下にあって、X は、

日本に住所がないので、贈与税の課税はされ

ないと思い、贈与税の申告をしなかったので

す。贈与税も申告納税方式ですから、申告し

なかったのです。そうしたら、税務署が調査

をして、日本に住所はあったのではないかと

いう事実を認定しまして、課税をしたという

事件なのです。果たして、この X は日本に住

所を有していたことになるのでしょうか。こ

れが問題となるわけです。 

少し細かく見ると、X は独身であり、本件

期間中――期間中というのは平成 9 年から平

成 12 年なのですが――、香港においては家

財が備えつけられ、部屋の清掃やシーツの交

換などのサービスを受けられるアパートメン

トに単身滞在していました。そのため、X が

出国の際に香港へ携帯したのは衣類程度で

あったということです。香港での X の居宅の

賃貸借契約は、当初は平成 9 年からの約 2 年

間、そしてさらに 2 年間更新されました。他

方で、X は帰ってきたら、香港への出国前と

同様に、日本に賃借していた杉並の居宅（本

件杉並居宅）に、家族、両親（B・C）と弟と

起居していたという状況です。 

さて、X の香港における資産としては、本

件期間中に受け取った報酬を貯蓄した 5,000

万円程度の預金がありました。他方で、X は

国内において、平成 10 年末の段階では、評

価額にして 1,000 億円を超える会社の株式、

そして 23 億円を超える預金、182 億円を超

える借入金を国内に有していました。X は、

香港に出国するに当たり、住民登録につき香

港への転出の届け出をした上、香港において

在香港日本総領事宛ての在留証明願あるいは

移民局宛ての申請書類一式、納税申告書等を

提出し、これらの書類にこの香港の居宅の所

在地を X の住所地として記載していました。

他方で、X は、香港への出国の時点で借り入

れのあった複数の銀行、ノンバンクのうち銀

行 3 行については住所を香港に異動した旨の

届出をしましたが、銀行 7 行及びノンバンク

1 行については依然として本件杉並居宅に住

所があるままとしていました。 

また、このT社との関係では、本件期間中、

常務取締役就任承諾書及び宣誓書といった重

要書類に、X は自己の住所として本件杉並居

宅の住所地を記載していたのです。そして、

有価証券の大株主欄には、香港居宅の住所が

X の住所として記載されていました。言って

みれば、いろいろなものに、香港と書いてみ

たり、杉並と書いてみたり、と混在していた

状況にあったというわけです。 

そして、B と X は、本件贈与に先立つ 平成

11 年 10 月ごろ、公認会計士から本件贈与の

実行に関する具体的な提案を受けていました。

また、X は本件贈与後、3 か月に 1 回程度、

国別滞在日数を集計した一覧表をT社の従業

員に作成してもらっていました。要するに、

国別滞在というのは、香港に何日滞在してい

ます、日本に何日滞在していますというもの

で、その集計表を職員に作らせているのです。

そして、平成 12 年 11 月ころ日本国内に長く

滞在していたときは、公認会計士から、早く

香港に戻るようにと指導を受けていたという

わけです。 

さて、このような状況の中で B から X に贈
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与がなされたわけですが、税務当局が認定し

た贈与税の課税価格は 1,653 億円というすご

い額です。贈与資産 1,653 億円が移転された

というわけです。これに伴って贈与税を計算

すると、贈与税だけで 1,157 億 290 万 1,700

円もの決定処分を受けたというわけです。も

ちろん、これに伴って無申告加算税 173 億

5,543 万 5,000 円という賦課決定処分も同時

になされています。 

さて、少し急ぎ足で事案の概要を確認しま

したが、この事案の中で特に注意すべきポイ

ントは 2 つあります。1 つ目のポイントは、

X が香港に生活の居を構えていたのは、贈与

税の課税を回避するためであったということ

が推察できるわけですが、租税回避の目的で

住所を移転したということが住所の認定に何

らかの影響を及ぼすのかどうか、これが最も

重要な論点です。これまでご紹介してきた事

案にはなかった点です。租税を回避するため

の目的で、住所を移転したというような話し

は、初めて出てきました。さて、ポイントの

2 番目は、香港や我が国での生活の実体はい

かなるものであったかということです。 

ここでは、1 つ目のポイントを中心に考え

てみたいと思います。まず、第一審の東京地

裁平成 19 年 5 月 23 日判決（訟月 55 巻 2 号

267 頁）では X が勝訴したわけです。本件に

おいて、X は、3 年半ほどの本件滞在期間中、

香港に住居を設け、同期間中の 65％に相当す

る日数を香港に滞在して起臥寝食する一方、

国内には 26％相当しかいなかったのだと主

張しています。そういう意味では、客観的に

見ると、我が国には住所がなかった、生活の

本拠を有していたと認定することは困難だと、

東京地裁はこのように認定しました。 

これに対して、控訴審の東京高裁平成 20

年 1 月 23 日判決（訟月 55 巻 2 号 244 頁）

は、今度は逆転して税務当局を勝訴に導いた

わけです。この判決は少し長いのですが、先

ほどご紹介した認定事実を 1 つひとつ潰して

いくという形で判決がなされました。すなわ

ち、結論的には、東京高裁は、X は本件滞在

期間以外は杉並の居宅で、両親とともに居住

して、生活の本拠は杉並にあったのだという

ように判断をしたわけですが、そのうちのい

くつかの理由が次の①から⑦になります。 

すなわち、①X は日本では杉並に居宅が

あって家財道具が残されていた。帰れば、前

と同じような生活が日本でなされていた。②

X は 1 月に 1 回は日本に帰ってきて、そして

4 日に 1 度の割合で日本に滞在していた。あ

るいは日本の滞在中は杉並で生活をしていて、

朝夕の食事をとっていた。③X は T 社におけ

る役員という重要な地位にあって、引き続き

滞在期間中もその職責を果たしていた。④X

は B の後を継いで、T 社の経営上の後継者に

なると言われていた重要人物で、職業拠点は

日本にあったというべきではないか。⑤家財

道具を移動していなかったので、香港には衣

類しか持っていけなかったのではないか。⑥

膨大な価値を有する株式等の資産の保有を考

えてみると、X が香港で持っていたのは全資

産のうちの 0.1％にも満たないものであった

のではないか。⑦居住の意思の面から見ても、

生活の本拠としようとする意思は強いもので

あったとは認められない。以上の理由により、

東京高裁は、X は結果的にはこの日本に生活

の本拠地があったのだと認定したわけです。 

これに対して、上告審の最高裁平成 23 年 2

月 18 日第二小法廷判決（集民 236 号 71 頁）

は、X を逆転勝訴に導きました。最高裁が X

の住所地を日本になかったと認定した理由は、

結論から言いますと、客観的な実体によって

判断をすべきだということです。X は贈与を

受けた当時、現地法人の役員として香港に赴

任しつつ、国内にも相応の日数滞在していた

ところ、本件贈与を受けたのは約 2 年後、赴

任してから 2 年半後のことであって、香港に

3 分の 2 の日数を住んでいたという事実があ

るということです。そして、これが租税回避
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の目的で仮装された実体のないものとは窺わ

れないのに対して、国内においては 4 分の 1

の日数を居宅、杉並において過ごし、会社の

業務に従事していたにとどまるというのであ

るから、結果的には生活の本拠が杉並にあっ

たということはできないということで、客観

的な観点からこれを判示したわけです。 

東京高裁と最高裁の判決を分析いたします

と、まず、生活の本拠を住所と認定するとい

う意味では、東京高裁も最高裁も同じです。

すなわち、いずれも民法にいう「住所」概念

に従って解釈をするという解釈手法そのもの

は同じでした。そして、生活の本拠とは、そ

の者に最も関係の深い一般的、全生活の中心

を指すという意味でも同じ認定をしました。

言ってみれば、法律上の解釈は同じなのです

が、認定が違っているのです。何が違ってい

るかというと、東京高裁は、客観的事実につ

いて、居住者の言動等により、外部から客観

的に認識することができる居住者の居住意思

を総合して判断するのが相当だと言ったので

す。要するに、東京高裁は、客観的事実だけ

ではなく、客観的に認識可能な X の居住意思

を併せて総合的に判断すべきだと言ったので

す。これに対して、最高裁は客観的事実のみ

によって判断をすべきと判示しています。こ

こが最も大きな違いだというように言うこと

ができましょう。 

以上の点から、東京高裁と最高裁の判断の

最も重要な相違点としては、2 つの点を挙げ

ることができます。すなわち、1 つ目は住所

判断において、X の居住の意思を重視するか

どうかです。すなわち、その人はそこに本当

に住むつもりが、気持ちがあるのかどうか、

こういった居住の意思というものを重視する

かどうかです。2 つ目は、客観的判断基準の

要素として、滞在日数の多寡を考慮するか否

か、すなわち、もう少し分かりやすく言うと、

租税回避の意図によって操作されたかもしれ

ない滞在日数の多寡を判断基準に含めるかど

うかということなのです。この点について、

東京高裁は生活の日数、滞在日数は判断基準

に入れないと言ったのです。なぜかというと、

その滞在日数は租税を回避するために操作さ

れた日数だから、それは客観的事実の中に織

り込むべきではないということです。これに

対して最高裁は、どんな理由であろうとも、

実際に住んでいた、滞在していた日数である

ことには変わりがないのだから、判断基準に

含めると言ったのです。ここが東京高裁と最

高裁の最も大きく異なる点です。 

要するに、東京高裁は、租税回避のために

滞在日数を調整したのに、その調整した日数

を客観的事実に織り込んでしまったら、それ

は操作された客観的事実に基づく判断ではな

いかとしたのです。それに対して、最高裁は、

どのような目的であろうが、住んでいた実体

自体が否定されるわけではないから、客観的

事実というのは非常に重要なのだとしたわけ

です。東京高裁が捉える客観的事実の「客観」

と最高裁が捉える客観的事実の「客観」には

違いがあるのかもしれませんね。最高裁は「外

形」という意味で客観を捉える態度を示した

のかもしれません。 

このようにして、地裁、高裁、最高裁の判

断が分かれたわけです。裁判所でさえ、これ

だけ微妙な判断結果となったということから

分かるとおり、このあたりは極めて微妙な認

定といえます。 

ただし、本日のお話しの中で重要な点とし

て、もう 1 つご説明しておきたいことは、本

件東京高裁は、最高裁昭和 27 年 4 月 15 日第

三小法廷判決の判断を引用して検討を行って

いることです。ところが、本件最高裁は、こ

の最高裁昭和 27 年判決に全く触れていませ

ん。この最高裁昭和 27 年判決というのは、

実は先ほど皆さんと一緒に勉強した最初の事

例です。自作農創設特別措置法の適用に当

たって争われた、例の判決なのです。この最

高裁判決では、先ほど説明しましたとおり、
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滞在日数が多いかどうかのみによって判断す

べきではないというように言っているわけで

す。ですから、本件東京高裁は、この最高裁

昭和 27 年判決を引用して、滞在日数だけが

問題ではなくて、むしろほかの客観的徴表か

ら発見できた居住の意思をも含めて総合的に

判断をすべきだとしているのです。これに対

し、本件最高裁は、この最高裁昭和 27 年判

決を採用せずに、居住の実体、住んでいた日

数等を中心として判断を下しているというわ

けです。この点で大きく判断が異なったわけ

です。 

さて、最後に重要な問題として、租税回避

というものがこの住所の認定に何か影響を及

ぼすのだろうかということを考えてみたいと

思います。すなわち、本件は、租税を回避す

るために住所の移転を行ったと推察できる事

案だったわけです。 

ここでとても大事なことの 1 つは、租税法

律主義ということです。最初に確認をしたと

ころに戻ります。租税法律主義というのは、

法律に基づいて課税をするという考え方です。

つまり、法律に従って解釈をし、法律に従っ

て適用するということです。これはとても重

要なことなのですが、残念ながら住所という

言葉の定義は租税法にないのです。いくら租

税法律主義だと唱えたところで、住所の判断

については、拠って立つものが明らかでない

のです。したがって、あとは、「住所」を法律

に従って、どう解釈するか、事実認定をどう

するかという点によらざるを得ないのです。

結論から申しますと、本件最高裁も本件東京

高裁も法律上の「住所」についての解釈を展

開し、事実認定を行っているという意味では、

いずれも租税法律主義に反する判断をしてい

るわけではありません。本件東京高裁は、住

所の認定をするときに、客観的事実に加えて、

外部からの徴表に基づいて判断できる居住の

意思を客観的に捉えて、これも含めて判断を

すべきだというのです。本件は、香港での居

住の意思は租税を回避する目的によるものと

も言えます。それに対して、本件最高裁は実

体で考えるべきと言ったのでした。 

さて、ここで注目すべきなのは、最高裁の

裁判長も述べているように、香港での居住の

意思は租税回避の目的によるものであること

が優に推察できるという点です。この点は、

多くの学者も、X らに租税回避の意思があっ

たという点では共通の評価を与えているよう

にうかがえます。ある意味では、そこはもう

争いがないと言ってもいいでしょう。どうい

う意思で住所を変更しようとしたのか、それ

は租税回避の目的によるものということで

あったようです。そうすると、本件東京高裁

のように、居住の意思というものが客観的に

認定できるのであれば、その認定される範囲

において、住所の判断をするときに検討に加

える。すなわち、租税を回避する目的であっ

たから、そこを今後も生活の本拠とするつも

りはなくて、言ってみれば、課税処分が終わっ

て、3 年なり、5 年なりの更正期間が終われ

ば、また国内に戻って住むことになるので

しょう、と。このような暫定的な住所である

とするならば、それは住所の認定における生

活の本拠とは言えないのではないかというの

が、本件東京高裁の考え方であったわけです。

ところが、最高裁はこの居住の意思を重視し

なかったということです。 

ただし、ここで気をつけなければいけない

のは、本件東京高裁判決は X の租税回避行為

を否認しようとした判断なのかという点です。

ここがとても重要です。すなわち、この事件

は一般に租税回避事例として紹介されますが、

果たして租税回避の否認が争点だったので

しょうか。いろいろな捉え方があってよろし

いと思います。今日は税を考える週間ですか

ら、いろいろな考え方を提示したいと思いま

すので、次の私のような考え方もあるという

点をお示しさせていただきましょう。 

すなわち、むしろ、この事件は、住所の認
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定に客観的に認定し得た居住の意思を織り込

むべきかどうかという点が、純粋に争点とさ

れていたのではないかと捉える考え方です。

居住の意思に、租税回避という目的が認めら

れる事案だというだけです。これを租税回避

事件とするから、本質が分かりづらくなって

しまうのです。例えば、越境入学の目的のた

めだけに住所を移転したというような事例

だったら、どうでしょうか。本件と同じ問題

のはずです。自分の子供をどうしても○○区

の○○高校に入れたいと考えたときに、自分

のおばあちゃんが○○区に住んでいるので、

では、○○区のおばあちゃんの家に子供だけ

「暫定的に」いったん引っ越すことにしよう

と。そして、入学手続が済んでしばらくして、

1 年生の 2 学期ぐらいに元の家に戻ってきて

生活すると、こういうことはあり得るわけで

す。このような場合、本当におばあちゃんの

家を生活の本拠というのでしょうかという問

題と同様です。たまたま、その目的が租税回

避にあったことから物事が見えづらくなって

いますが、大事なことは租税法律主義です。

何度も言いますが、法律に準拠して、法律の

条文をしっかりと素直に読んでいくこと、そ

して、認定された事実を当てはめることです。

ここに感情を入れ込むと、見えるものが見え

なくなってきます。すなわち、租税法に租税

回避行為を否認するという規定があるのであ

ればともかく、差し当たり、ここにはそのよ

うな否認規定はないのですから、租税回避行

為否認論の議論は要らないのです。わかりや

すくいえば、租税回避であるから「住所」を

国内に認定すべき、などという乱暴な議論は

してはいけないはずです。 

ここでの議論は、住所の認定をするときに

客観的に認定された事実たる居住の意思を含

めて住所該当性を判断すべきかどうかが問題

となっているのです。それも旧来の主観説が

批判するような心の中の意味での主観説では

なくて、客観的徴表によって外から認定でき

るような意味での居住の意思ということです。

仮に、そのように客観的に「越境入学の目的」

で居住の実績を作っている事例において、そ

こを生活の本拠と認定することは難しいと思

うのです。それと同様の問題があるのではな

いかというわけです。それが、たまたま、本

件は、越境入学目的ではなくて租税回避目的

だったのです。 

最後に、こういった問題に、少し関心を持っ

ていただいたところで、この事件に付された

須藤裁判長の補足意見を見ておきたいと思い

ます。この事件では最高裁の裁判長自らが補

足意見を書いているのです。最高裁は先ほど

見たように、納税者 X の主張を肯定したわけ

です。 

須藤裁判長はこう言っています。 

 

本件贈与の実質は、日本国籍かつ国内住

所を有するＡらが内国法人たる株式の支

配を、日本国籍を有し、かつ国内に住所を

有していたが暫定的に国外に滞在した X

に、無償で移転をするという図式のもので

あり、直接、本件株式を贈与すれば課税さ

れるのに、贈与税回避スキームを用い――

贈与税回避スキームと言い切っています

――、オランダ法人を器として、同スキー

ムが成るまでに、暫定的に住所を香港に移

しておくという人為的な組み合わせを実

施すれば課税されないというのは、こうい

うことに照らすと、著しい不公平感を免れ

ない、と。 

 

ここで裁判長は、この不公平感があるから

と言って、そのことは住所の認定には影響し

ないのだと述べています。それはそのとおり

です。言ってみれば、同スキームが成るまで

に暫定的に住所を香港に移しておくという人

為的な組み合わせを実施すれば課税されない

というのは、親子間での財産支配の無償の移

転という意味において、両者で経済的実質に
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有意な差異がないと思われることに照らすと、

著しい不公平感を免れないと。国外に暫定的

に滞在しただけといってよいとも言っていま

す。続けましょう。 

 

日本国籍の X は、無償で 1,653 億円もの

莫大な経済的価値を親から承継し、しかも

その経済的価値は実質的にT社の国内での

無数の消費者を相手方とする金銭消費貸

借契約上の利息収入によって稼得した巨

額な富の化体したものとも言えるから、こ

の化体したものには適切な担税力が備

わっていると言うこともでき、我が国にお

ける富の再分配などの要請の観点からし

ても、なおさらその感を深くする。一般的

な法感情の観点から結論だけ見る限りで

は、違和感も生じないではないと言ってい

ます。 

 

「一般的な法感情の観点から・・・違和感

も生じないではない」と、なぜわざわざ裁判

長が言わなければいけないのでしょうか。本

来、そういう感情論を持ち込む必要はないの

は当然ですね。あるいは、「金銭消費貸借契約

上の利息収入によって稼得した巨額な富の化

体したもの・・・には・・・担税力が備わっ

ている」とされていますが、住所の解釈に当

たって、このようなことを論じる必要ないの

も当然です。租税回避だからというのさえ関

係ない話ではないかと思えるのです。純粋に、

果たしてそこが生活の本拠たる住所と言える

のかどうかが最も重要なはずです。それにも

かかわらず、このように裁判長自らが補足意

見をおっしゃられると、何か物事がむしろ違

う方向に行ってしまうような不安さえ覚える

のです。 

つまり、この事件はいわゆる租税回避事件

と位置付けられる事案ですが、「租税回避事件

と呼ばれているから租税回避行為否認規定が

ない限りは否認できないのです」、と説明され

ると、関係ない方向に議論が行ってしまうよ

うな気がしてしまいます。すなわち、X の生

活の本拠がどこにあったかという問題を論じ

るに当たって、客観的に認定し得た租税回避

目的による住所の暫定性を織り込むべきかど

うかが論じられる事案であるはずであります。 

本件は、租税回避事件として捉える事案で

ないとも思います。私が申し上げたいのは、

住所を認定するときに、果たして本当にそこ

が生活の本拠かということを判断する。その

際に、客観的にはそこで生活する実体がある

としても、そこが暫定的な居所だと認定され

ていながら、その暫定的なところを生活の本

拠として本当に認定することが妥当なのかど

うか、この点が純粋に争われた事件だったは

ずだということです。 

須藤裁判長はさらにこう続けて述べられて

います。 

 

 

したがって、住所の認定に居住の意思は必

要ないとおっしっているのです。 

この最高裁判決にはいろいろと疑問を感じ

る方もいらっしゃるでしょうし、いやいや、

そのとおりだとおっしゃる方もいます。実際、

学説も対立をしております。この最高裁判決

に対して、至極真っ当な判決だと言う学者も

いますし、そうではなくて、居住の意思が果

個別否認規定がないにもかかわらず、こ

の租税回避スキームを否認することには、

やはり大きな困難を覚えざるを得ない。け

だし、憲法 30 条は、国民は法律の定めると

ころによってのみ納税の義務を負うと規定

し、同法 84 条は、課税の要件は法律に定め

られなければならないことを規定する。納

税は国民に義務を課するものであるところ

からして、この租税法律主義の下で課税要

件は明確なものでなければならず、これを

規定する条文は厳格な解釈が要求されるの

である、と。 
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たしてそこまで否定されるのだろうかと言っ

ている人もいます。 

 

おわりに 

この事件は、最高裁が判示しましたので、

私たちはその最高裁判決というものをよく勉

強し、判決が言っていることの意味をもう一

度よくかみしめる必要があります。果たして

判決はどのように言っていたのであろうか、

ゆっくり丁寧に判決文を読んでみることがと

ても大事だと思います。ともすると、本件に

ついては租税回避けしからん罪はないのだ、

だから X に対する課税は問題だといって、ひ

どく短絡的に話が終わってしまうというよう

なことがあります。くどいようですが、私も

租税回避だからといって課税されるべきだな

どとは毛頭思っておりませんし、そのような

乱暴な議論は、租税法律主義に反すると思っ

ております。しかし、そのことと、住所認定

をするときに、どう認定素材を集めてきて、

それを議論するのかということとはまた別の

問題だと思います。だからこそ、租税法とい

うのは難しいのです。皆さんの中には租税法

の解釈適用を普段お仕事にされている方が大

変多いと思いますが、条文を理解し適用する

に当たって、私法の理解がとても大事だとい

うこと、そして、そのときに、実際にどうい

う議論が展開されているのかということも、

やはり関心事項の 1 つとしてしっかりと持っ

ていただくことが重要だと思います。租税法

は知れば知るほど、考えれば考えるほど難し

い領域ですし、専門家を悩ませているところ

です。だからといって、これを知らないで済

ませる、見ないふりをして済ませることが許

されるかというと、そのようなこともないわ

けです。 

本日は、皆さんに、租税法というのは難し

いかもしれないが関心を持っていただきたい

との観点から、住所というものを 1 つの切り

口として、今日的に話題となっている T 事件

を使ってお話を申し上げました。ご清聴いた

だきまして、ありがとうございました。 

 


